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議案第７３号 

廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例（平成２８年条例第４号）              （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号）第６条第２項の規定

により、地域再生法（平成17年法律第24号。以下「法」という。）第５条第

15項の認定を受けた同条第１項の地域再生計画に記載された同条第４項第

５号イに規定する地方活力向上地域（以下「地方活力向上地域」という。）

内において、法第17条の２第３項の認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地域再生法第十七条の六の

地方公共団体等を定める省令（平成27年総務省令第73号。以下「省令」とい

う。）第２条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）

を新設し、又は増設した事業者に係る固定資産税の不均一課税につき、廿日

市市税条例（昭和31年条例第29号。以下「条例」という。）の特例を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号）第６条第２項の規定

により、地域再生法（平成17年法律第24号。以下「法」という。）第５条第

16項の認定を受けた同条第１項の地域再生計画に記載された同条第４項第

４号  に規定する地方活力向上地域（以下「地方活力向上地域」という。）

内において、法第17条の２第３項の認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域特定業務施設整備計画  に従って法第17条の６の地方公共団

体等を定める省令     （平成27年総務省令第73号。以下「省令」とい

う。）第２条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）

を新設し、又は増設した事業者に係る固定資産税の不均一課税につき、廿日

市市税条例（昭和31年条例第29号。以下「条例」という。）の特例を定める

ものとする。 

（不均一課税） （不均一課税） 

第２条 地方活力向上地域内において、省令第１条に規定する公示日（以下「公

示日」という。）から平成32年３月31日までの間に法第17条の２第３項の認

定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を

経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消され

たときは、その取り消された日の前日まで）の間に特別償却設備を新設し、

又は増設したものについては、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び

償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地（公示日以後に取得し

たものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった

場合における当該土地に限る。以下この条において「対象固定資産」という。）

に係る固定資産税の税率は、条例第62条の規定にかかわらず、当該対象固定

資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度（以下「初年度」

という。）から３年度分の固定資産税に限り、法第17条の２第１項第１号に

掲げる事業を実施する者については、初年度については100分の0.14、第２

年度（初年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。）については100

分の0.35、第３年度（第２年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。）

第２条 地方活力向上地域内において、省令第１条に規定する公示日（以下「公

示日」という。）から平成30年３月31日までの間に法第17条の２第３項の認

定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を

経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消され

たときは、その取り消された日の前日まで）の間に特別償却設備を新設し、

又は増設したものについては、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び

償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地（公示日以後に取得し

たものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった

場合における当該土地に限る。以下この条において「対象固定資産」という。）

に係る固定資産税の税率は、条例第62条の規定にかかわらず、当該対象固定

資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度（以下「初年度」

という。）から３年度分の固定資産税に限り、法第17条の２第１項第１号に

掲げる事業を実施する者については、初年度については100分の0.14、第２

年度（初年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。）については100

分の0.35、第３年度（第２年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。）
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改正後 改正前 

については100分の0.7とし、同項第２号に掲げる事業を実施する者について

は、初年度については100分の0.14、第２年度については100分の0.467、第

３年度については100分の0.933とする。 

については100分の0.7とし、同項第２号に掲げる事業を実施する者について

は、初年度については100分の0.14、第２年度については100分の0.467、第

３年度については100分の0.933とする。 

（虚偽の申請者等に対する措置） （虚偽の申請者等に対する措置） 

第４条 前条第１項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しく

は虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由

がなく同条第３項の調査若しくは書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に対

しては、第２条の規定は、適用しない。 

第４条 前条第１項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しく

は虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由

がなく同条第２項の調査若しくは書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に対

しては、第２条の規定は、適用しない。 
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議案第７４号 

廿日市市市民活動センター条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市市民活動センター条例（平成１７年条例第１２０号）                              （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（位置） （位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおり                とする。 第２条 センターの        位置は、廿日市市住吉二丁目２番16号とする。 

名 称 位 置 

市民活動センター 廿日市市住吉二丁目２番16号 

市民活動センターおおの 廿日市市大野一丁目１番１号 
 

 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１ 市民活動センター            

(1) 第１研修室、第２研修室、第３研修室及び和室 １ 第１研修室、第２研修室、第３研修室及び和室 

区  分 

使 用 料 の 額 

午  前 午  後 夜  間 

９時から12時まで 12時から17時まで 17時から21時30分

まで 

第１研修室 600円 1,010円 900円 

第２研修室 300円 510円 460円 

第３研修室 200円 340円 300円 

和室 170円 290円 260円 
 

区  分 

使 用 料 の 額 

午  前 午  後 夜  間 

９時から12時まで 12時から17時まで 17時から21時30分

まで 

第１研修室 600円 1,010円 900円 

第２研修室 300円 510円 460円 

第３研修室 200円 340円 300円 

和室 170円 290円 260円 
 

備考 備考 

１ 使用者が市民活動センターの設置の目的以外に使用する場合（公

益上必要があると認める場合に限る。）における使用料の額は、こ

の表に定める額にそれぞれ２を乗じて得た額とする。 

１ 使用者がセンターの設置の目的以外に使用する場合（公益上必要が

あると認める場合に限る。）における使用料の額は、この表に定める

額にそれぞれ２を乗じて得た額とする。 

２ 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する

場合における使用料の額は、超過時間１時間までごとに、当該超過

した時間区分の直前の時間区分（午前９時より前にあっては、午前

の区分）に係る使用料の１時間当たりの額に1.5を乗じて得た額と

する。この場合において、超過時間が１時間未満のとき、又は超過

時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

２ 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場

合における使用料の額は、超過時間１時間までごとに、当該超過した

時間区分の直前の時間区分（午前９時より前にあっては、午前の区分）

に係る使用料の１時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この

場合において、超過時間が１時間未満のとき、又は超過時間に１時間

未満の端数があるときは、１時間として計算する。 

３ 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨 ３ 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
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改正後 改正前 

てる。 る。 

(2) 団体事務室 ２ 団体事務室 

単 位 使 用 料 の 額 

１平方メートルにつき１月 100円 
 

単 位 使 用 料 の 額 

１平方メートルにつき１月 100円 
 

備考 備考 

１ 使用面積が１平方メートル未満のとき、又は使用面積に１平方メ

ートル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

１ 使用面積が１平方メートル未満のとき、又は使用面積に１平方メー

トル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

２ 使用者が月の中途において新たに使用を開始し、又は月の中途に

おいて使用を終了し、若しくは第８条第１項の規定により使用の許

可を取り消された場合において、その月の使用期間が１月に満たな

いときの使用料の額は、日割によって計算する。 

２ 使用者が月の中途において新たに使用を開始し、又は月の中途にお

いて使用を終了し、若しくは第８条第１項の規定により使用の許可を

取り消された場合において、その月の使用期間が１月に満たないとき

の使用料の額は、日割によって計算する。 

３ 使用料の額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

３ 使用料の額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

２ 市民活動センターおおの  

区  分 

使 用 料 の 額 

午  前 午  後 夜  間 

９時から12時まで 12時から17時まで 17時から21時30分

まで 

301研修室 240円 410円 370円 

302研修室 270円 450円 410円 

303研修室 240円 410円 370円 
 

 

備考 １の(1)の表備考の規定は、この表について準用する。  
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議案第７５号 

廿日市市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市廃棄物処理施設設置条例（昭和４９年条例第４２号）                              （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

はつかいちエネルギークリーンセンター 廿日市市木材港南12番８号 

エコセンターはつかいち 廿日市市宮内3860番地 

                           

                             

                         

廿日市市大野一般廃棄物最終処分場 廿日市市大野1814番地22 

廿日市市宮島清掃センター 廿日市市宮島町1171番地４ 

廿日市市宮島一般廃棄物最終処分場 廿日市市宮島町1153番地12 

廿日市衛生センター 廿日市市木材港南12番８号 
 

名称 位置 

                                                               

エコセンターはつかいち 廿日市市宮内3860番地 

廿日市市佐伯クリーンセンター 廿日市市浅原甲524番地 

廿日市市佐伯一般廃棄物最終処分場 廿日市市大野2715番地２ 

廿日市市大野清掃センター 廿日市市大野1814番地24 

廿日市市大野一般廃棄物最終処分場 廿日市市大野1814番地22 

廿日市市宮島清掃センター 廿日市市宮島町1171番地４ 

廿日市市宮島一般廃棄物最終処分場 廿日市市宮島町1153番地12 

廿日市衛生センター 廿日市市木材港南12番８号 
 

（業務） （業務） 

第３条 廃棄物処理施設においては、次の業務を行う。 第３条 廃棄物処理施設においては、次の業務を行う。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 資源の有効利用に関する市民の意識の啓発を図るための事業に関す

ること。ただし、はつかいちエネルギークリーンセンター及びエコセン

ターはつかいちに限る。 

(３) 資源の有効利用に関する市民の意識の啓発を図るための事業に関す

ること。ただし、                                        エコセン

ターはつかいちに限る。 

(４) （略） (４) （略） 

 

-5-



 

 



 

議案第７６号 

廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例（平成６年条例第２号）          （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）の例によるほか、次のとお

りとする。 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）の例によるほか、次のとお

りとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 燃やせるごみ 家庭系廃棄物のうち、生ごみ及び再利用の対象となら

ない紙類、布類、プラスチック類等の可燃性のもの（次号に掲げるもの

を除く。）をいう。 

（新設） 

(３) （略） (２) （略） 

(４) （略） (３) （略） 

(５) （略） (４) （略） 

(６) （略） (５) （略） 

（燃やせるごみ処分手数料） 

第23条の４ 市長は、市の処理施設において燃やせるごみの処分をするとき

は、次の表に掲げる額の燃やせるごみ処分手数料を徴収する。 

 

（新設） 

単  位 金  額 

10リットルの指定袋１袋につき 10円 

20リットルの指定袋１袋につき 20円 

30リットルの指定袋１袋につき 30円 

45リットルの指定袋１袋につき 45円 
 

 

２ 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前項の燃やせるご

み処分手数料を減免することができる。 

３ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

（大型ごみ処分手数料） （大型ごみ処分手数料） 

第23条の５ （略） 第23条の４ （略） 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の大型ごみ処分手数料について準用 ２ 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前項の大型ごみ処
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改正後 改正前 

する。この場合において、同条第２項中「燃やせるごみ処分手数料」とある

のは「大型ごみ処分手数料」と読み替えるものとする。 

分手数料を減免することができる。                  

                          

（削る） ３ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた

ときは、その全部又は一部を還付することがある。 

（特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料） （特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料） 

第23条の６ （略） 第23条の５ （略） 

２ 第23条の４第２項及び第３項の規定は、前項の特定家庭用機器廃棄物収集

運搬手数料について準用する。この場合において、同条第２項中「燃やせる

ごみ処分手数料」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料」と読

み替えるものとする。 

２ 前条      第２項及び第３項の規定は、前項の特定家庭用機器廃棄物収集

運搬手数料について準用する。この場合において、同条第２項中「大型ごみ

処分手数料    」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料」と読

み替えるものとする。 
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議案第７７号 

廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２３号）              （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（家庭的保育事業者等の一般原則） （家庭的保育事業者等の一般原則） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条

第１項第２号、第14条第２項及び第３項、第15条第１項並びに第16条第１項

において同じ。）には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために

必要な設備を設けなければならない。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条

第２号      、第14条第２項及び第３項、第15条第１項並びに第16条第１項

において同じ。）には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために

必要な設備を設けなければならない。 

６ （略） ６ （略） 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第14条第１項

及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並びに第17条第１項

から第３項まで並びに附則第３条において同じ。）は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律

第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育

をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24

年法律第65号）第７条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に

規定する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園

をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。

ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市が認める地域において家庭

的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第16条第２項第３号において同

じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第14条第１項

及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並びに第17条第１項

から第３項まで並びに附則第３条において同じ。）は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律

第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育

をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24

年法律第65号）第７条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に

規定する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園

をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。

ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市が認める地域において家庭

的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第16条第２項第３号において同

じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等

により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等

に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供す

(２) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等

により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等

に代わって提供する保育をいう                        。）を提供す
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改正後 改正前 

ること。 ること。 

(３) （略） (３) （略） 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。 

(１) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(２) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

（新設） 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(１) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所にお

いて代替保育が提供される場合 第27条に規定する小規模保育事業Ａ型

若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号にお

いて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

(２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認め

る者 

（新設） 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第16条 （略） 第16条 （略） 

２ 搬入施設は、次に掲げるいずれかの施設とする。 ２ 搬入施設は、次に掲げるいずれかの施設とする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者

のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛

生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、

利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供

や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼

児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市

が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育

（新設） 
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改正後 改正前 

事業を行う場所（第23条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。

附則第２条第２項において同じ。）において家庭的保育事業を行う場合

に限る。） 

（連携施設に関する特例） （連携施設に関する特例） 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当

たって、第６条第１項第１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当

たって、第６条第１号      及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。 

附 則 附 則 

（食事の提供の経過措置） （食事の提供の経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に

存する法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者

（次項において「施設等」という。）が、施行日以後に家庭的保育事業等の

認可を得た場合においては、施行日から起算して５年を経過する日までの間

は、第15条、第22条第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第23条第１項

本文（調理員に係る部分に限る。）、第28条第１号（調理設備に係る部分に

限る。）（第32条及び第48条において準用する場合を含む。）及び第４号（調

理設備に係る部分に限る。）（第32条及び第48条において準用する場合を含

む。）、第29条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第31条第１項本

文（調理員に係る部分に限る。）、第33条第１号（調理設備に係る部分に限

る。）及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第34条第１項本文（調

理員に係る部分に限る。）、第43条第１号（調理室に係る部分に限る。）及

び第５号（調理室に係る部分に限る。）、第44条第１項本文（調理員に係る

部分に限る。）並びに第47条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規

定は、適用しないことができる。 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に

存する法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者 

                                 が、施行日以後に家庭的保育事業等の

認可を得た場合においては、施行日から起算して５年を経過する日までの間

は、第15条、第22条第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第23条第１項

本文（調理員に係る部分に限る。）、第28条第１号（調理設備に係る部分に

限る。）（第32条及び第48条において準用する場合を含む。）及び第４号（調

理設備に係る部分に限る。）（第32条及び第48条において準用する場合を含

む。）、第29条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第31条第１項本

文（調理員に係る部分に限る。）、第33条第１号（調理設備に係る部分に限

る。）及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第34条第１項本文（調

理員に係る部分に限る。）、第43条第１号（調理室に係る部分に限る。）及

び第５号（調理室に係る部分に限る。）、第44条第１項本文（調理員に係る

部分に限る。）並びに第47条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規

定は、適用しないことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第22条に規定する

家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可を得た

施設等については、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第1

5条、第22条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第23条第１項本文

（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場

合において、当該施設等は、第３条第１項に規定する利用乳幼児への食事の

提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法（第10条の規定

により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社

（新設） 
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改正後 改正前 

会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために

必要な体制を確保するよう努めなければならない。 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市が認める場合は、第６条第１項本文の規定

にかかわらず、施行日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設の

確保をしないことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市が認める場合は、第６条本文      の規定

にかかわらず、施行日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設の

確保をしないことができる。 
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議案第７８号 

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市手数料条例（平成１２年条例第２号）                                      （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

(５) 建築関係 

別表（第２条関係） 

(５) 建築関係 

  

  

 

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

道路の位置の指定又は

変更 

 関係土地の区域の面

積 

  １申請をもって１件とす

る。 

 1,000平方メート

ル未満 

１件 ５万円 

1,000平方メート

ル以上 

１件 ８万5,000円 

建築物の敷地と道路と

の関係の建築認定 

１件 ２万7,000円 １申請をもって１件とす

る。 

（略） 

仮設建築物の建築許可 

使用を認める期間 

  １申請をもって１件とす

る。 

    

 １年以内 １件 12万円 

１年を超える １件 16万円 

（略） 

 

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

道路の位置の指定又は

変更 

 関係土地の区域の面

積 

  １申請をもって１件とす

る。 

 1,000平方メート

ル未満 

１件 ５万円 

1,000平方メート

ル以上 

１件 ８万5,000円 

（新設）    

（略） 

仮設建築物の建築許可 

           

  １申請をもって１件とす

る。 

  

       

 

１件 

 

12万円       

   

（略） 
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議案第７９号 

廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例（昭和６３年条例第２３号）                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（容積率） （容積率） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２ 前項の建築物の延べ面積には、法第52条第３項及び第６項並びに建築基準

法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第２条第１項第４

号ただし書（同条第３項が適用される場合を含む。）の規定により建築物の

容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部

分の床面積は、算入しないものとする。 

２ 前項の建築物の延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しないものとす

る。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にある

ものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（以

下この号において「老人ホーム等」という。）の用途に供する部分（エ

レベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用

に供する部分を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該床面

積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の

合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホ

ーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分の床面積 

(３) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための

施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の

床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面

積の合計の和（次号から第７号までにおいて「建築物床面積の合計」と

いう。））の５分の１を限度とする部分 

(４) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積のう

ち、建築物床面積の合計の50分の１を限度とする部分 

(５) 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分の床面積のうち、

建築物床面積の合計の50分の１を限度とする部分 

(６) 自家発電設備を設ける部分の床面積のうち、建築物床面積の合計の1

00分の１を限度とする部分 

(７) 貯水槽を設ける部分の床面積のうち、建築物床面積の合計の100分の

１を限度とする部分 

 （削る） ３ 前項第１号の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ
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改正後 改正前 

における水平面をいい、その接する位置の高低差が３メートルを超える場合

においては、その高低差３メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面を

いう。 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

２ 第８条第１号及び別表第２ア欄の規定の適用（四季が丘第２地区地区整備

計画区域及び宮内工業団地地区地区整備計画区域に係る適用を除く。）につ

いては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成４年法律第

82号。以下「改正法」という。）附則第４条及び都市計画法施行令及び建築

基準法施行令の一部を改正する政令（平成５年政令第170号。以下「改正令」

という。）附則第３条の規定が適用される間は、改正法第２条の規定による

改正後の法第52条第１項（第５号を除く。）、第53条第１項（第３号及び第

４号を除く。）並びに別表第２（い）項、（ろ）項及び（は）項の規定並び

に改正令第２条の規定による改正後の令                               

                         第130条の３第５号及び第６号並びに第130条の

６の規定によらず、改正法第２条の規定による改正前の法第52条第１項（第

５号を除く。）、第53条第１項（第３号及び第４号を除く。）並びに別表第

２（い）項、（ろ）項及び（は）項の規定並びに改正令第２条の規定による

改正前の令第130条の３第５号及び第６号並びに第130条の６の規定による

ものとする。 

２ 第８条第１号及び別表第２ア欄の規定の適用（四季が丘第２地区地区整備

計画区域及び宮内工業団地地区地区整備計画区域に係る適用を除く。）につ

いては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成４年法律第

82号。以下「改正法」という。）附則第４条及び都市計画法施行令及び建築

基準法施行令の一部を改正する政令（平成５年政令第170号。以下「改正令」

という。）附則第３条の規定が適用される間は、改正法第２条の規定による

改正後の法第52条第１項（第５号を除く。）、第53条第１項（第３号及び第

４号を除く。）並びに別表第２（い）項、（ろ）項及び（は）項の規定並び

に改正令第２条の規定による改正後の建築基準法施行令（昭和25年政令第3

38号。以下「令」という。）第130条の３第５号及び第６号並びに第130条の

６の規定によらず、改正法第２条の規定による改正前の法第52条第１項（第

５号を除く。）、第53条第１項（第３号及び第４号を除く。）並びに別表第

２（い）項、（ろ）項及び（は）項の規定並びに改正令第２条の規定による

改正前の令第130条の３第５号及び第６号並びに第130条の６の規定による

ものとする。 
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議案第８４号 

宮島競艇施行組合規約の変更について案新旧対照表 

○宮島競艇施行組合規約（昭和４２年指令地第１２９８号）                              （下線の部分は改正部分） 

 改正後 改正前 

宮島ボートレース企業団規約 宮島競艇施行組合規約    

目次 （新設） 

 第１章 総則（第１条－第４条）  

 第２章 企業団の議会（第５条－第８条）  

 第３章 企業団の執行機関（第９条－第１３条）  

 第４章 会計（第１４条・第１５条）  

 第５章 雑則（第１６条）  

 附則  

（企業団の名称） （組合 の名称） 

第１条 この企業団は、宮島ボートレース企業団（以下「企業団」という。）

という。 

第１条 この組合 は、宮島競艇施行組合   （以下「組合 」という。）

という。 

（企業団を組織する地方公共団体） （組合 を組織する地方公共団体） 

第２条 企業団は、廿日市市及び大竹市（以下「関係市」という。）をもっ

て組織する。 

第２条 組合 は、廿日市市及び大竹市（以下「関係市」という。）をもっ

て組織する。 

（共同処理する事務） （共同処理する事務） 

第３条 企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。 第３条 組合 は、次に掲げる事務を共同処理する。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 企業団の予算で定めるところにより、公益上特に必要な寄附又は補

助をすること。 

(２) 組合 の予算で定めるところにより、公益上特に必要な寄附又は補

助をすること。 

（地方公営企業法の適用）  

第３条の２ 企業団は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２

条第３項の規定により、同法の規定の全部を適用する。 

 （新設） 

（企業団の事務所の位置） （組合事務所  の位置） 

第４条 企業団の事務所は、廿日市市宮島口一丁目15番60号に置く。 第４条 組合 の事務所は、廿日市市宮島口一丁目15番60号に置く。 

第２章 企業団の議会 第２章 組合の議会 

（企業団の議員の定数及び選挙） （組合議員  の定数及び選挙） 
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 改正後 改正前 

第５条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は、８

人とする。 

第５条 組合 の議会の議員（以下「組合議員 」という。）の定数は、８

人とする。 

２ 企業団議員は、関係市の議会において、関係市の議会の議員のうちから

各４人を選挙する。 

２ 組合議員 は、関係市の議会において、関係市の議会の議員のうちから

各４人を選挙する。 

３ 企業団議員に欠員を生じたときは、関係市の議会は、補欠選挙を行わな

ければならない。 

３ 組合議員 に欠員を生じたときは、関係市の議会は、補欠選挙を行わな

ければならない。 

（企業団議員の任期） （組合議員 の任期） 

第６条 企業団議員の任期は、２年とする。ただし、補欠による議員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

第６条 組合議員 の任期は、２年とする。ただし、補欠による議員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（選挙等の通知） （選挙等の通知） 

第７条 第５条第２項若しくは第３項の選挙が行われたとき、又は企業団議

員が関係市の議員でなくなったときは、関係市の議会の議長は、直ちにそ

の旨を企業長に通知しなければならない。 

第７条 第５条第２項若しくは第３項の選挙が行われたとき、又は組合議員 

 が関係市の議員でなくなったときは、関係市の議会の議長は、直ちにそ 

の旨を管理者に通知しなければならない。 

（議長及び副議長） （議長及び副議長） 

第８条 企業団の議会は、議長及び副議長各１人を企業団議員のうちから選

挙する。 

第８条 組合 の議会は、議長及び副議長各１人を組合議員 のうちから選

挙する。 

２ 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。 ２ 議長及び副議長の任期は、組合議員 の任期による。 

第３章 企業団の執行機関 第３章 組合の執行機関 

（執行機関の組織及び選任） （執行機関の組織及び選任） 

第９条 企業団に企業長及び副企業長各１人を置く。 第９条 組合 に管理者及び副管理者各１人を置く。 

２ 企業長は廿日市市長を、副企業長は大竹市長をもって充てる。 ２ 管理者は廿日市市長を、副管理者は大竹市長をもって充てる。 

（企業長及び副企業長の任期） （管理者及び副管理者の任期） 

第10条 企業長及び副企業長の任期は、当該市の長の任期による。 第10条 管理者及び副管理者の任期は、当該市の長の任期による。 

２ 企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、副企業長が、企

業長の職務を代理する。 

２ 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者が、管

理者の職務を代理する。 

（理事） （理事） 

第11条 企業団に理事２人を置く。 第11条 組合 に理事２人を置く。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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 改正後 改正前 

（企業長補佐）  

第11条の２ 企業長の職務を補佐させるため、企業団に企業長補佐を置くこ

とができる。 

（新設） 

２ 企業長補佐は、常勤の特別職とし、企業長が企業団の議会の同意を得て

これを選任する。 

 

３ 企業長補佐の任期は、３年とする。ただし、再任されることを妨げない。  

（企業団の事業局） （組合 の事業局） 

第12条 企業団に事業局を置く。 第12条 組合 に事業局を置く。 

２ 事業局に職員を置き、企業長がこれを任免する。 ２ 事業局に職員を置き、管理者がこれを任免する。 

３ （略） ３ （略） 

（監査委員） （監査委員） 

第13条 企業団に監査委員２人を置く。 第13条 組合 に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て関係市から各１人を選

任する。 

２ 監査委員は、管理者が組合 の議会の同意を得て関係市から各１人を選

任する。 

３ （略） ３ （略） 

（企業団の経費の支弁の方法） （組合経費  の支弁の方法） 

第14条 企業団の経費は、モーターボート競走の施行によって得る収入金及

びその他の収入をもってこれに充てる。 

第14条 組合 の経費は、モーターボート競走の施行によって得る収入金及

びその他の収入をもってこれに充てる。 

                （地方公営企業法の一部適用） 

 （削る） 第16条 組合は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」という。）

第２条第３項の規定により、法の規定の一部を適用する。 

 ２ 前項の規定により適用する法の規定は、第１章、第３章及び第６章（第

42条を除く。）とする。 

（法律の準用） （法律の準用） 

第16条 企業団の運営については、この規約に定めるもののほか、地方自治

法（昭和22年法律第67号）中、市に関する規定を準用する。 

第17条 組合 の運営については、この規約に定めるもののほか、地方自治

法（昭和22年法律第67号）中、市に関する規定を準用する。 
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